
様式第10（第17条関係）（平13経産令20・全改、平16経産令25・令元経産令17・一部改正） 登録商標表示届出書 年月日 経済産業大臣殿 住所 氏名（名称及び代表者の氏名） 電気用品安全法施行規則第17条第3項の規定により届出事業者（検査機関）の氏名又は名称に代えて登録商標を表示することについて次のとおり届け出ます。 電気用品（適合性検査 登録商標に代える事 を行う特定電気用品）登録商標 項 の区分 （備考）1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2登録商標が登録されていることを確認できる書類を添付すること。  


